
更
級
郡
　

長
野
市
稲
里
町
中
氷
鉋
　

瀬

川

氏

収

集

文

書
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瀬

川

氏

収

集

文

書

解

題

　
瀬

川
氏
収
集
文
書
と
は
、
平
成

六
年

(
一
九
九

四
)

一
一
月
、
瀬
川

ヨ
シ
氏

(長
野
市
稲

里
町
中
氷
鉋
)
か
ら
当
館

へ
寄
贈
さ
れ
た
文
書

の
総
称

で
、
総
数

は
三
八
件
、

三
八

一
点
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

か　
が

　
瀬

川
氏

の
資
料
は
、
使
用
済

み

の
収

入
印
紙

・
世
界
各
国

の
切
手
、
明
治

五
年

(
一
八
七

二
)
の
小
県
郡

の
岩

門
村

の
反
別
取
調
帳
、
加
賀
川

(神
川
)
堤

防
改
修

工
事
関
係
文
書
か
ら
な

る
。

　
中

で
も
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
を
占

め
る
国
内
外

の
切
手

・
収
入
印
紙
等
は
、
瀬
川

ヨ
シ
氏

の
長
女

が
女
学
校
時
代
に
神
戸

で
収
集

し
た
も

の
で
あ
る
。
年
代
は

一
九

五
〇
年
代
と
思
わ
れ
る
。

　
他

の
小
県
郡
岩
門
村
に
関
す

る
文
書
は
、
収
集

経
緯

が
不
明
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
み
し
な

　

№
四
の

「加
賀
川
通
　

小
県
郡

上

田
町
治
水
工
事

設
計
仕
様
書
」
に
よ
る
と
、
加
賀
川

の
堤
防
修
繕

工
事

は
、
神
科
村
地
籍
字
下
河
原
に
長
さ
七

五
間
、
平

　
　
　
　
　

ばふ
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
のり
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
て
わ
く

均
高

二
間
、
馬
踏

二
間
、
敷
幅

七
間
、
表
法

一
割

五
分
、
裏
法

一
割

の
河
岸

石
堤
と
、
川
表
根
堅
め

の
た

め
二
五
組

の
楯
枠
を
沈

め
る
。
神
川
村
字
鳴
澤

に
長

さ

九
五
間
、
法
高

四
間
、
平
均
厚

さ

二
間
、
馬
踏

み
六
尺
の
河
岸
石
服
腹
付

、
川
表
根
堅
め
に
長
九
〇
間

の
続
木
床
を
埋
め
る
と

い
う

の
で
あ

る
。
工
事
費
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

三
六
二

一
円
九

四
銭
六
厘
。
こ
の

工
事
費
は
大
字
常
入
地
籍
内

の
田
地
所
有
者
に
戸
数
割

に
し
て
賦
課
さ
れ
た
。　
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瀬

川

氏
収
集

文

書

目
録

(
一
九
九
四

・
A

・
一
五
)

　
番
号
　
　
　
　
年

月

日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
表
　
題

(内
容
)　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

差
出
人
・
受
取
人
　
　
　
　
　
　
　
　
形
態
　
数
量

一　
　
　
　

明
治
五
年
六
月
　
　
　
　
　
　
畑
高
反
別
取
調
帳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
県
郡
岩
門
村
百
姓
代
高
嶋
儀
平
↓
長
野
県
庁
　
　
　
　
縦
帳
　
一

二
　
　
　
　
　
明
治
五
年
六
月
　
　
　
　
　
　
切
起
見
取
持
林
正
租
反
別
取
調
帳
　
　
　
　
　
　
小
県
郡
岩
門
村
百
姓
代
高
嶋
儀
平
↓
長
野
県
庁
　
　
　
　
縦
帳
　
一

三
　
　
　
　
　
明
治
五
年
六
月
　
　
　
　
　
　
上

(畑
高
反
別
取
調
帳
)　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
県
郡
岩
門
村
第
二
〇
区
組
頭
茅
野
嘉
蔵
↓
長
野
県
庁
　
縦
帳
　

一

五
　
　
　
　
　
明
治
二
九
～
三
〇
年
　
　
　
　
　(加
賀
川
堤
防
修
繕
工
事
関
係
書
類
)　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

綴
　
　
一

四
　
　
　
　
　
明
治
三
〇
年
度
　
　
　
　
　
　
加
賀
川
通
小
県
郡
上
田
町
治
水
工
事
設
計
仕
様
書
　
長
野
県
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　縦
帳
　

一

六
－

一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

収
入
印
紙
　

一銭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
〇

六
－
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
収
入
印
紙
　

一銭
五
厘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　三

六
－
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
収
入
印
紙
　
二
銭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

六
－
四
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
収
入
印
紙
　
三
銭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五

六
－
五
　

　

　

　

　

　
収
入
印
紙

五
銭
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

二
　
－

44－

六
－
六
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
収
入
印
紙
　
十
銭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

六
－
七
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
収
入
印
紙
　
五
十
銭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

六
－
八
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
収
入
印
紙
　
五
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六

六
－
九
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

収
入
印
紙
　
十
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三

六
－
一
〇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
収
入
印
紙
　
三
十
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七

六
－
一
一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

収
入
印
紙
　
五
十
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七

六
－
一
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
収
入
印
紙
　
百
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三

六
－
一
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

収
入
印
紙
　
二
百
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

七
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
証
券
印
紙
　
十
銭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九

八
－
一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

取
引
高
税
印
紙
　
一
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

八
－
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
取
引
高
税
印
紙
　
百
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　二

九
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
価
格
表
記
　
郵
便
物
封
緘
紙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一



一
〇
－

一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

日
本
切
手
　

一
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二

一
〇
－
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

日
本
切
手
　
二
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三

一
〇
－
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

日
本
切
手
　
八
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

一
〇
－
四
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

日
本
切
手
　
十
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三

一
〇
－
五
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

日
本
切
手
　
十
五
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三

一
〇
－
六
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

日
本
切
手
　
二
十
円
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　一

一
一
－

一
　

　

　

　

　

　

　

　

　

満
州
帝
国
郵
政
切
手

　
一
分

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
一

一
一
－
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
満
州
帝
国
郵
政
切
手
　
二
分
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　五

一
一
－
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

満
州
帝
国
郵
政
切
手
　
三
分
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

一
一
－
四
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
満
州
帝
国
郵
政
切
手
　
五
分
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

一
一
－
五
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

満
州
帝
国
郵
政
切
手
　

一
角
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

一
二
－

一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
華
民
国
郵
政
切
手
　
半
分
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

一
二
－
二
　

　

　

　

　

　

　

　

　

中
華
民
国
郵
政
切
手

　
一
分

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
45
－

一
二
－
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
華
民
国
郵
政
切
手
　
二
分
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

一
二
－
四
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
華
民
国
郵
政
切
手
　
三
分
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

一
二
－
五
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
華
民
国
郵
政
切
手
　
四
分
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　四

一
二
－
六
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
華
民
国
郵
政
切
手
　
五
分
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　四

一
二
－
七
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
華
民
国
郵
政
切
手
　
六
分
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

一
二
－
八
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
華
民
国
郵
政
切
手
　

一
角
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

一
二
－
九
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
華
民
国
郵
政
切
手
　

一
角
五
分
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

一
二
－

一
〇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
華
民
国
郵
政
切
手
　
二
角
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　一

一
二
－

一
一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
華
民
国
郵
政
切
手
　
三
角
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　二

一
二
－

一
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
華
民
国
郵
政
切
手
　
四
角
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